
行事案内（５月中旬～６月初旬）

・ご本人の利用カードが必要です。
・２週間20 点まで貸出ができます。

☆借りた資料は、中央館・石川館・勝連館、どの図書館でも返却できます。☆図書館にない本はリクエストすることが出来ます。

行　事

おはなし会 図書館スタッフ

フォリエ

図書館スタッフ

すずの会

サークルピピ

ラビット

すまいりぃー

５月13 日（土）
午後３時～

５月18 日（木）
午前11 時～

６月10 日（土）
午後３時～

５月20 日（土）
午前10 時30 分～

６月３日（土）
午前10 時30 分～

毎週金曜日
午前10 時30 分～

６月10 日（土）
午前11 時～

おはなし会

おはなしワールド

Let's go としょかん

金曜日のおはなし会

おはなしパラダイス

あかちゃんのための
おはなし会

中

　央

石

　川

勝

　連

日　時 サークル名等

延 長

返 却

館 内

としょかんだよりとしょかんだより
中央図書館 974-1112 
石川図書館 964-5166 
勝連図書館 978-4321 

・貸出期限内で予約が入っていない資料について
 は、１回延長（２週間）ができます。
・延長の際も利用カードが必要です。
・電話やホームページからも延長ができます。

・カウンターへお返しください。
・図書館閉館時には、「本と雑誌」のみブックポ
 ストへ返却できます。

・静かに過ごしましょう。
・携帯電話での通話や撮影は禁止です。
・飲食は禁止です。ガムや飴もご遠慮ください。

＊ご不明な点がありましたら図書館へお問い合わせください。

親子工作教室
「オリジナルのしおりを作ろう」

５月 27 日（土）午後３時～
中央図書館 ２階会議室
うるま市在住の親子
参加費無料（定員8組・先着順）

５月 13 日（土）午前 10 時～

日 時
場 所
対 象

受 付

日 月 火 水 木 金 土
5月

図書館カレンダー

赤色は休館日です。

貸 出

図書館の利用について

電子図書館受付中
Ｗｅｂから申し込みができます。

うるま市立電子図書館で検索

今月のおすすめ

気になる野菜気になる野菜

　かわいいイラストと目を引くタイトルで
手に取りやすいこの本には、 野菜の始まりか
ら現在までの歴史や雑学がいっぱい詰まっ
ています。最初から読んでもよし、気になる
野菜 から読んでもためになります。 
　それぞれの野菜のまめ知識も掲載されて
いるので、調理や保存の際に役に立つこと間
違いなし。 

いながき

稲垣 
ひでひろ

栄洋 監修 ヒダカ ナオト 絵 /エクスナレッジ

『けなげな野菜図鑑』

（一般書） 所蔵館 中央 

『野菜がおいしい手間なしおかず』

　料理研究家の著者が、身近にある野菜で簡
単にできる野菜料理の作り方を教えてくれ
ます。レンチンキャベツのサラダやツナ缶オ
ニオン、白菜チーズオムレツなど、家にある
材料で手間なくすぐ作れる料理を紹介。おな
かいっぱい食べてもカロリー控え目で体に
も優しくおいしい野菜を今夜のおかずにい
かがですか？

    せ    お

　瀬尾 
ゆきこ

幸子 著／新星出版社

（一般書） 所蔵館 石川

『スーパーで買った
　　野菜・果物で家庭菜園』

　家庭菜園を始めてみたいと思っても、栽培
する場所がなかったり、用意しなければいけ
ないものが多かったり、なかなか気軽に始め
られないもの。この本で紹介する「再生栽培」
は、買ってきた野菜から種を取ったり、切れ
端を植えて育てることもできます。プラン
ターがあれば場所も十分。土づくりから収穫
まで、楽しく！お財布にも優しく！家庭菜園
を始めてみませんか。

のりんご 著／マイナビ出版

（一般書） 所蔵館 勝連
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【お問合せ】 こども家庭課 児童係 ☎９７３－４９８３

【お問合せ】 こども発達支援課  ☎９２３－７１０８

　現況届は、毎年６月１日の状況を把握し、６月分以降の児童手当等を引き続き受ける要件（児童の養育状
況や所得など）を満たしているかどうかを確認するものです。
　令和３年度までは、全ての受給者の方に提出をお願いしておりましたが、令和４年６月から一部の方を除
き不要となっています。ただし、次に該当する方は、引き続き現況届の提出が必要です。

　子どもの権利について、1989 年11 月20 日の第44 回国連総会において、子どもの権利条約が採択されて
います。この条約は世界中すべての子どもたちがおとなと同じように、ひとりの人間として様々な権利を認め
られていることや、子どもならではの権利を定めたものとなっています。子どもの権利についての詳しい内容
は、ホームページに掲載しております。この機会に子どもの権利について考えてみませんか。

つがやす歯科こども歯科（5月上旬開院予定 詳細決まり次第、市HPへ順次掲載）
うるまこどもステーション きゃんメディカルプラザ【医療棟】2-A
小児歯科、一般歯科、予防歯科、審美歯科、訪問歯科、歯周治療、入れ歯・補綴
月～金 午前９：30～１：00、午後２：30～６：00 ※土・日・祝は休診日

予防歯科に力を入れている医院で、かかりつけ医としてこどもたちに寄り添った診療を行います。摂食・
嚥下機能、発達に課題がある子にも専門医が対応します。

① 住民票の住所が異なる支給要件児童を養育している方（別居監護）
② 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当等を受給している方
③ 戸籍および住民票がない支給要件児童を養育する方
④ 離婚協議中で配偶者と別居している方
⑤ 未成年後見人、施設等の受給者
⑥ その他、うるま市から提出の案内があった方

※該当する方へ６月に提出の案内を送付します。期限までにこども家庭課に提出をお願いします。
　提出がない場合は、６月分以降（10 月支給）の児童手当等の支払いができませんので、忘れずに提出
　してください。

児童手当の現況届について

現況届の提出が必要な方

子どもの権利についてご存じでしょうか？
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診 療 時 間

9：30 ～１：00

２：30 ～６：00

午 前

午 後

月 火 水 木 金 土 日

令和５年  まで

提出期限

こども政策課 ☎９２３－７６２４
お問合せ子どもの権利についての

ホームページはこちら

うるまこどもステーションきゃんメディカルプラザに歯科が開院！

クリニック名
場 　 所
診 療 科 目
診 療 時 間

6 月30 日(金)
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